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前払費用

Q:当社は、今月末決算です。世の中の不

況にもめげず、なんとか利益が上がりそうで

ず。そこで、余剰資金でテナント料を1年分

支払おうと思います。全額経費になりますか。

A:1年分のテナント料は、今期の経費に

算入することができます。

【解説】

法人税法上、次の3つの要件を満たせば、

その支払った経費はその事業年度の損金に算

入することができます。

①前払費用の性格を有する支払

②支払った日から1年以内に提供を受ける

役務

③継続して支払った日に経費の額に算入し

ていること

なお、税法上経費の額に算入されるかどう

かは、上記の3つの要件を満たすと同時に、

その支払が企業会計上の期間損益を判断する

うえにおいて、重要性の乏しいものだけがそ

の支出時の経費として算入できます。
ー

例えば、支払利息、割引料、地代家賃、保

険料、年会費などがあります。

この支払った金額には、現金、小切手だけ

でなく、手形でも認められます。

ただし、1年分を超えて支払ったものにっ

いては1年分が当期の経費になり、超えた分

だけ前払費用になるのではなく、その全額を

前払費用として資産に計上しなければなりま

せん。ご注意ください。
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